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１．特定健診等データ管理システムでの対応イメージ
〇 現行運用の業務を確実に行うために現行の健診結果DBと電カル（健）結果DBの運用は切り離し、健診結果を取り扱うこととする。

（新たな追加機能は、水色矢印の部分が該当）
〇 ただし、保健指導を速やかに実施することができるように、電カル（健）DBでの階層化・利用券発行が行えるようにする。
〇 法定報告・随時報告は、現行運用の健診結果のみで行うこととする。

黒太矢印の部分は、現行運用の流れとなる。
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特定健診等データ管理システムオンライン資格確認等システム電カル共有サービス

健診等機関
（医療機関）

保険者

２．電子カルテ情報共有サービスの健診結果を利用する場合の運用想定

健診結果
XML※

①保険者は電カル健診結果を利用する場合、特定健診等データ管理システムから【取得要求ファイル】をアップロードし、オンライ
ン資格確認等システムへ電カル健診結果の【取得要求】をする必要がある。

※正式なファイル名称「特定健診等取得結果ファイル(電子カルテ)(XML)」

健診結果
HL7 FHIR

健診結果
HL7 FHIR

結果送信

健診等機関からオンライン資格確認等シ
ステムまでは自動的に連携される。

健診結果
HL7 FHIR

オン資連携

保険者から【取得要求ファイル】をアップロード
しない限り、電カル健診結果は連携されない。

電カル結果
DB

XML変換

電カル健診
結果

取得要求
結果

取得要求
（電カル）

取得要求
（電カル）

○電カル共有サービスの健診結果を利用する場合（取得要求必要）
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特定健診等データ管理システムオンライン資格確認等システム電カル共有サービス

健診等機関
（医療機関）

健診結果
HL7 FHIR

健診結果
HL7 FHIR

結果送信

健診等機関からオンライン資格確認等シ
ステムまでは自動的に連携される。

健診結果
HL7 FHIR

オン資連携

特定健診等データ管理システムへは連
携されない。

○電カル共有サービスの健診結果を利用しない場合（取得要求不要）



特定健診等データ管理システム オンライン資格確認等システム

３．取得要求の対応イメージ

電カル（健）
取得要求 取得要求受領・対象者検索

【電カル健診結果の取得要求をするまでの流れ】
（A）保険者は、 CSV形式で取得要求IF※を作成し、特定健診等データ管理システムのファイルアップロード画面からアップ

ロードする。
（B）オンライン資格確認等システムに、取得要求情報が連携される。
（C）取得要求該当者の健診結果データ（XML）を健診結果DBに確認する。

健診DB（A） （B） （C）

○ 電カル健診結果の取得要求の方法は、「40歳未満事業者健診」の結果取得の方法と同様となる。

備考桁数必須項目名項番

保険者番号 （政令市の取扱いについては、２５頁の留意事項を参照ください）8○保険者番号1

被保険者証等記号20-被保険者証等記号2

被保険者証等番号20-被保険者証等番号3

加入者の被保険者証記号・番号単位に設定した枝番（2桁の番号）2-枝番4

健診実施年月日(FROM)8○健診実施年月日(FROM)5

健診実施年月日(TO)8○健診実施年月日(TO)6

登録削除区分
0︓指定なし 1︓健診情報（登録） 2︓健診情報（削除）

1○登録削除区分7

健診等機関番号10-健診等機関番号8

※取得要求IFのファイルレイアウトは以下のとおり。
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４．要求結果取得後の対応イメージ

オンライン資格確認等システム 特定健診等データ管理システム

電カルXML 電カル（健）結果DB ファイルダウンロード

年度末年齢４０歳以上７５歳未満
特定健診結果

電カル階層化 優先順位付け基準設定 電カル利用券発行

電カル運用として分離管理

○ 電カル健診結果の取得要求結果は、現行運用とは切り分けて下記のとおり対応する。

（A） （B）

（C）

（D） （E） （F）

【電カル健診結果の要求結果を取得した以降の流れ】
（A）電カルXMLを電カル（健）結果DBにすべて格納する。
（B）特定健診結果とそれ以外の健診結果に分けて、横展開CSVを作成、ファイルダウンロードから結果を取得する。
（C）特定健診結果として連携された結果データを抽出する。
（D）階層化判定を行う。
（E) 優先順位付け基準設定画面から、「電カル健診の結果」を選択し、利用券発行の対象者を絞り込む。
（F）電カル（健）結果に基づく、利用券が発行される。



翌年11月1日N月＋２N月＋１Ｎ月

○ 電カル共有サービスを利用した場合、以下のように時系列でデータ登録がされることを想定している。
○ 電カル健診結果は、階層化、利用券発行までを目的として活用する。
○ そのため、現行運用にて結果データが登録されていない場合は、保健指導の結果データの登録や法定報告、随時報告

は行うことができない。

健診結果DB
（特定健診）

電カル（健）
結果DB

電カル階層化

電カル利用券発行

階層化

利用券発行

保健指導結果DB

法定報告

随時報告

保健指導スタート

５．特定健診等データ管理システム全体の時系列でのデータの流れ

現行運用電カル運用

時 系 列
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①電カル健診結果の中から、「特定健診」として電カル共有サービスから連携された結果は、階層化判定が実施され、「優先順
位付け基準設定画面」の抽出対象となる。

特定健診等データ管理システム

健診結果
XML※

電子カルテ検査問
診結果台帳テーブ

ル

電子カルテ
特定健診結果

テーブル

特定健診結果等情報(電子
カルテ特定健診結果(横展
開))ファイル )

交換用基本情報ファイル※

＋
健診結果ファイル(１文書)※

種別 XX︓電カル共有登録用

報告区分10︓特定健診情報

実施区分１︓特定健診情報

以下の組み合わせのみ、特定健診として取り扱う。

上記以外の実施区分の場合は、「特定健診結果等情報(電
子カルテその他健診結果(横展開))ファイル」にCSVとして出力さ
れるため、必要に応じて活用いただきたい。
なお、「高齢者の質問票」項目については、2025年10月末に

改修対応する。

特定健診結果等情報(電子
カルテその他健診結果(横展
開))ファイル

（参考）電カル共有サービスから連携された健診結果の運用想定

※正式なファイル名称「特定健診等取得結果ファイル(電子カルテ)(XML)」



7

（参考）ファイルダウンロードから取得できる電カル健診結果CSV

その他保険者学校健診事業者健診後期特健健診種別※

７８４４１１実施区分XML交換情報

７０８０４１４１１０１０報告区分XML結果情報

特定健診結果等情報
(電子カルテその他健診結果(横展開))ファイル

特定健診結果等情報
(電子カルテ特定健診(横展開))ファイルファイル名

CSVファイル
FKHB142FKHB141ファイルID

※健診種別については、以下のとおり（「電子カルテ情報共有サービスにおける健診結果報告書の保険者の取り扱いについて」より引用）

説明健診種別
特定健康診査特健
後期高齢者健診後期
労働安全衛生法に基づく健診事業者健診
学校職員健診学校健診
保険者の実施する特定健診以外の健診保険者
保険者以外が行う特定健診に相当する健診その他

前頁のとおり、電カル共有サービスから取得した健診結果は2種類のCSVファイルに分類される。
分類は健診種別により、以下のとおり整理される。


